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第 １ ３ 章  一 般 取 扱 所 の 基 準    

 

第 １  規 制 範 囲  

  一 般 取 扱 所 は ， 危 政 令 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 建 築 物 の 一  

 部 に 設 置 さ れ ， こ れ が ， 規 制 対 象 と さ れ る 場 合 （ 以 下 「 部 分 規  

 制 」 と い う 。 ） 以 外 は ， 原 則 と し て 一 棟 又 は 連 続 し た 一 連 の 工 程  

 が 許 可 の 範 囲 と な る 。  

 １  部 分 規 制 の 一 般 取 扱 所  

  (1) 原 則 と し て ， 部 分 規 制 の 一 般 取 扱 所 は ， 危 政 令 第 １ ９ 条 第  

   ２ 項 第 １ 号 の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 吹 付 塗 装 作 業 等 の 一 般 取 扱  

   所 」 と い う 。 ） ， 同 項 第 １ 号 の ２ の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 洗 浄  

   作 業 の 一 般 取 扱 所 」 と い う 。 ） ， 同 項 第 ２ 号 の 一 般 取 扱 所  

   （ 以 下 「 焼 入 れ 作 業 等 の 一 般 取 扱 所 」 と い う 。 ） ， 同 項 第 ３  

   号 の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 ボ イ ラ ー 等 の 一 般 取 扱 所 」 と い  

   う 。 ） ， 同 項 第 ６ 号 の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 油 圧 装 置 等 の 一 般  

   取 扱 所 」 と い う 。 ） ， 同 項 第 ７ 号 の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 切 削  

   装 置 等 の 一 般 取 扱 所 」 と い う 。 ） ， 同 項 第 ８ 号 の 一 般 取 扱 所  

   （ 以 下 「 熱 媒 体 油 循 環 装 置 の 一 般 取 扱 所 」 と い う 。 ） 及 び 同  

   項 第 ９ 号 の 一 般 取 扱 所 （ 以 下 「 蓄 電 池 設 備 等 の 一 般 取 扱 所 」  

   と い う 。 ） に 限 ら れ る も の で あ る こ と 。  

  (2) 部 分 規 制 の 一 般 取 扱 所 は ， 一 棟 の 建 築 物 の 中 に 複 数 設 置 す  

   る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 （ 次 図 参 照 ） （ H１ 危 64）  
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  (3) 部 分 規 制 の 一 般 取 扱 所 に お い て ， 規 定 さ れ た 作 業 工 程 と 連  

   続 し て ， 危 険 物 を 取 り 扱 わ な い 工 程 が あ る 場 合 ， そ の 工 程 を  

   含 め て 危 政 令 第 １ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 取 扱 所 と す る こ  

   と が で き る も の で あ る こ と 。 （ H1 危 64）  

  (4) 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ の ２ 第 ３ 項 第 ２ 号 ， 第 ２ ８ 条 の ５ ６  

   第 ３ 項 第 １ 号 ， 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ３ 項 第 １ 号 ， 同 条 第 ４ 項 第  

   ７ 号 ， 第 ２ ８ 条 の ６ ０ 第 ４ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の ２  

   第 ３ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り ， 屋 内 に お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う  

   設 備 の 周 囲 に 保 有 す べ き 空 地 （ 以 下 「 屋 内 保 有 空 地 」 と い  

   う 。 ） は ， 相 互 に 重 な っ て は な ら な い も の で あ る こ と 。 （ 次  

   図 参 照 ） （ H1 危 14， 特 34）  

   

 

  (5) 危 険 物 を 取 り 扱 う 機 器 が 複 数 存 す る 場 合 は ， 複 数 の 機 器 を  

   一 つ の 設 備 と し て ， そ の 周 囲 に 屋 内 保 有 空 地 を 保 有 す る こ と  

   を も っ て 足 り る も の で あ る こ と 。 （ 次 図 参 照 ） （ H1 危 64) 

          

 

複 数 の 機 器 を 設 け る 場 合 の 空 地 の 例  
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  (6) 建 築 物 全 体 が 危 政 令 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 一 般 取 扱 所 の 技 術 上  

   の 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 は ， 建 築 物 全 体 を 危 政 令 第 １ ９ 条  

   第 ２ 項 の 一 般 取 扱 所 と す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

   （ H1 危 64）  

 ２  区 分 形 態 の 異 な る 施 設 の 併 設 等  

   （ １ ） に 掲 げ る 危 険 物 の 取 扱 形 態 の み を 複 数 有 す る 一 般 取 扱  

   所 で あ っ て ， 建 築 物 に 設 け ら れ ， か つ ， 指 定 数 量 の 倍 数 の 合  

   計 が ３ ０ 倍 未 満 で あ る 場 合 ， イ に 掲 げ る 位 置 ， 構 造 及 び 設 備  

   の 技 術 上 の 基 準 に 適 合 す る も の に つ い て は ， 危 政 令 第 ２ ３ 条  

   を 適 用 し ， 危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 危 政 令 第  

   ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 ， 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 か ら 第 １ １ 号 ま で の 規  

   定 （ ア （ オ ） 及 び （ カ ） に 掲 げ る 取 扱 形 態 以 外 の 取 扱 形 態 を  

   有 し な い 一 般 取 扱 所 に あ っ て は 第 １ ８ 号 及 び 第 １ ９ 号 の 規 定  

   を 含 む 。 ） を 適 用 し な い こ と が で き る 。 （ H10 危 28）  

  (1) 危 険 物 の 取 扱 状 態  

   ア  塗 装 ， 印 刷 又 は 塗 布 の た め に 危 険 物 （ 第 ２ 類 の 危 険 物 又  

    は 第 ４ 類 の 危 険 物 （ 特 殊 引 火 物 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） を 取  

    り 扱 う 形 態  

   イ  洗 浄 の た め に 危 険 物 （ 引 火 点 が ４ ０ ℃ 以 上 の 第 ４ 類 の 危  

    険 物 に 限 る 。 ） を 取 り 扱 う 形 態  

   ウ  焼 入 れ 又 は 放 電 加 工 の た め に 危 険 物 （ 引 火 点 が ７ ０ ℃ 以  

    上 の 第 ４ 類 の 危 険 物 に 限 る 。 ） を 消 費 す る 取 り 扱 う 形 態  

   エ  ボ イ ラ ー ， バ ー ナ ー そ の 他 こ れ ら に 類 す る 装 置 で 危 険 物  

    （ 引 火 点 が ４ ０ ℃ 以 上 の 第 ４ 類 の 危 険 物 に 限 る 。 ） を 消 費  

    す る 取 扱 形 態  

   オ  危 険 物 を 用 い た 油 圧 装 置 又 は 潤 滑 油 循 環 装 置 （ 高 引 火 点  

    危 険 物 の み を １ ０ ０ ℃ 未 満 の 温 度 で 取 り 扱 う も の に 限  

    る 。 ） と し て の 危 険 物 の 取 扱 状 態  

   カ  切 削 油 と し て 危 険 物 を 用 い た 切 削 装 置 ， 研 削 装 置 又 は こ  

    れ ら に 類 す る 装 置 （ 高 引 火 点 危 険 物 の み を １ ０ ０ ℃ 未 満 の  

    温 度 で 取 り 扱 う も の に 限 る 。 ） と し て の 危 険 物 の 取 扱 状 態  

   キ  危 険 物 以 外 の 物 を 加 熱 す る た め 危 険 物 （ 高 引 火 点 危 険 物  
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    に 限 る 。 ） を 用 い た 熱 媒 体 油 循 環 装 置 と し て の 危 険 物 の 取  

    扱 状 態  

  (2) 複 数 の 危 険 物 取 扱 形 態 を 有 す る 一 般 取 扱 所 の 位 置 ， 構 造 及  

   び 設 備 の 技 術 上 の 基 準  

   ア  危 険 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 は ， 地 階 を 有 し な  

    い も の で あ る こ と （ （ １ ） エ 及 び オ に 掲 げ る 取 扱 形 態 の み  

    を 有 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

   イ  建 築 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 は ， 壁 ， 柱 ， 床 及  

    び は り を 耐 火 構 造 と す る こ と 。  

   ウ  建 築 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 は ， 出 入 口 以 外 の  

    開 口 部 を 有 し な い 厚 さ ７ ０ ｍ ｍ 以 上 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造  

    又 は こ れ と 同 等 以 上 の 強 度 を 有 す る 構 造 の 床 又 は 壁 で 当 該  

    建 築 物 の 他 の 部 分 と 区 画 さ れ た も の で あ る こ と （ （ １ ） オ  

    及 び カ に 掲 げ る 取 扱 形 態 の み を 有 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

   エ  建 築 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 は ， 屋 根 （ 上 階 が  

    あ る 場 合 に あ っ て は 上 階 の 床 ） を 耐 火 構 造 と す る こ と 。 た  

    だ し ， （ １ ） ア 又 は イ に 掲 げ る 取 扱 形 態 を 有 し な い 場 合 に  

    あ っ て は ， 屋 根 を 不 燃 材 料 で 造 る こ と が で き る も の で あ る  

    こ と 。  

   オ  （ １ ） エ に 掲 げ る 取 扱 形 態 を 有 す る 場 合 に あ っ て は ， 危  

    険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク の 容 量 の 総 計 を 指 定 数 量 未 満 と す る  

    こ と 。  

   カ  危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク （ 容 量 が 指 定 数 量 の ５ 分 の １ 未  

    満 の も の を 除 く 。 ） の 周 囲 に は ， 危 省 令 第 １ ３ 条 の ３ 第 ２  

    項 第 １ 号 の 規 定 の 例 に よ る 囲 い を 設 け る こ と 。 た だ し ，  

    （ １ ） オ 及 び カ に 掲 げ る 取 扱 形 態 の み を 有 す る 場 合 に あ っ  

    て は ， 建 築 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 の 敷 居 を 高 く  

    す る こ と に よ り 囲 い に 代 え る こ と が で き る 。  

   キ  建 築 物 の 一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 に は ， （ １ ） ウ に  

    掲 げ る 取 扱 形 態 に よ り 取 り 扱 わ れ る 危 険 物 が 危 険 な 温 度 に  

    達 す る ま で に 警 報 す る こ と が で き る 装 置 を 設 け る こ と 。  

   ク  危 険 物 を 加 熱 す る 設 備 （ （ １ ） イ 又 は キ に 掲 げ る 取 扱 形  
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    態 を 有 す る 設 備 に 係 る も の に 限 る 。 ） に は ， 危 険 物 の 過 熱  

    を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 の も の と す る こ と 。  

   ケ  （ １ ） キ に 掲 げ る 取 扱 形 態 を 有 す る 設 備 は ， 危 険 物 の 体  

    積 膨 張 に よ る 危 険 物 の 漏 え い を 防 止 す る こ と が で き る 構 造  

    の も の と す る こ と 。  

   コ  可 燃 性 の 蒸 気 又 は 微 粉 （ 霧 状 の 危 険 物 を 含 む 。 以 下 同  

    じ 。 ） を 放 散 す る お そ れ が あ る 設 備 と 火 花 又 は 高 熱 等 を 生  

    じ る 設 備 を 併 設 し な い こ と 。 た だ し ， 放 散 さ れ た 可 燃 性 の  

    蒸 気 又 は 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が な い 場 所 に 火 花 又 は 高 熱  

    等 を 生 じ る 設 備 を 設 置 す る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

   サ  危 省 令 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 一 般 取 扱 所 以 外  

    の 一 般 取 扱 所 に は ， 危 省 令 第 ３ ４ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 の  

    例 に よ り 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。 た だ し ， 第 １ 種 ， 第 ２ 種  

    及 び 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 当 該 一 般 取 扱 所 に 設 け る と き は ，  

    当 該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る こ と 。  

   シ  危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ 第 ２ 項 第 ３ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 及 び  

    危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 第 ２ 号 の 基 準 に 適 合 す る も の  

    で あ る こ と 。  

  (3) 吹 付 塗 装 作 業 等 の 一 般 取 扱 所 ， 焼 入 れ 作 業 等 の 一 般 取 扱  

   所 ， ボ イ ラ ー 等 の 一 般 取 扱 所 及 び 油 圧 装 置 等 の 一 般 取 扱 所 の  

   適 用 に 当 た っ て は ， 区 分 形 態 ご と の 技 術 上 の 基 準 で 規 定 さ れ   

   た 作 業 工 程 に 係 る 設 備 以 外 の も の は 設 け な い こ と 。 し た が っ  

   て ， ボ イ ラ ー 設 備 と 油 圧 装 置 等 が 混 在 し て い る 場 合 に ， 両 設  

   備 を 併 せ て 危 政 令 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 一 般 取 扱 所 と し ， 危 省 令  

   第 ２ ８ 条 の ５ ７ 等 に 定 め る 技 術 上 の 基 準 を 適 用 す る こ と は で  

   き な い も の で あ る こ と 。 （ H1 危 64）  

第 ２  最 大 数 量 の 算 定  

 １  一 日 を 単 位 と す る 指 定 数 量 の 倍 数 が 最 大 と な る 危 険 物 に 係 る  

  取 扱 量 （ 消 費 量 ， 通 過 量 ， 停 滞 量 等 ） を 最 大 数 量 と す る 。  

 ２  最 大 数 量 に 係 る 取 扱 量 の 算 定 に つ い て は ， 次 に よ る こ と 。  

  (1) 同 一 の 危 険 物 に つ い て ， 消 費 （ 通 過 ） と 停 滞 が あ る 場 合 に  
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   お い て は ， そ れ ら の 数 量 の う ち ， 指 定 数 量 の 倍 数 の 最 も 大 き  

   い も の を 取 扱 量 と す る こ と 。  

  (2) 異 な る 危 険 物 に つ い て ， 消 費 （ 通 過 ） と 停 滞 が あ る 場 合 に  

   お い て は ， そ れ ら の 数 量 を 加 算 し た も の を 取 扱 量 と す る こ  

   と 。  

  (3) 循 環 系 装 置 に よ り ， 配 管 等 で 危 険 物 を 循 環 さ せ て 取 り 扱 う  

   場 合 は ， 瞬 間 最 大 停 滞 量 を 取 扱 量 と す る こ と 。 （ S40 自 消 与  

   71）  

  (4) 消 防 用 設 備 等 の 非 常 用 電 源 と し て の 自 家 発 電 設 備 に つ い て  

   は ， １ 日 の 取 扱 時 間 を ２ 時 間 と し て 算 定 す る が ， 震 災 対 策 等  

   で 非 常 用 電 源 と し て 設 置 す る 自 家 発 電 設 備 に つ い て は ， 実 態  

   を 勘 案 し 最 大 運 転 時 間 を 基 に 算 定 す る こ と 。  

第 ３  一 般 取 扱 所 の 位 置 ， 構 造 及 び 設 備 の 技 術 上 の 基 準  

 １  危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 を 適 用 す る 一 般 取 扱 所  

   第 ３ 章 製 造 所 の 基 準 に よ る こ と 。  

 ２  危 政 令 第 １ ９ 条 第 ２ 項 を 適 用 す る 一 般 取 扱 所 （ 部 分 規 制 の 一  

  般 取 扱 所 ）  

 （ 留 意 事 項 ）  

 部 分 規 制 の 一 般 取 扱 所 は ， 原 則 ， 著 し く 消 火 困 難 な 製 造 所 等 と な

り ， 移 動 式 以 外 の 第 ３ 種 の 消 火 設 備 等 を 設 け な け れ ば な ら な い  

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 ） 。  

 多 用 途 部 分 と 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ て い る

も の は ， 著 し く 消 火 困 難 な 製 造 所 等 に 該 当 し な い が ， 出 入 口 や 窓 だ

け で な く ， 換 気 ダ ク ト ， 煙 突 等 の 区 画 貫 通 部 分 も 開 口 部 と 判 断 す る

の で ， 留 意 す る こ と （ （ １ ） エ ， 別 記 ４ の ２ 参 照 ） 。  

  (1) 共 通 事 項  

   ア  危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 危 政 令 第 ９ 条 第  

    １ 項 の 基 準 に つ い て は ， 第 ３ 章 製 造 所 の 基 準 に よ る こ と 。  

   イ  危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ 第 ２ 項 第 ４ 号 （ 第 ２ ８ 条 の ５ ６ 第  

    ２ 項 第 ４ 号 及 び 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 第 １ 号 ） 及 び 第 ２ ８  

    条 の ６ ０ 第 ２ 項 第 ２ 号 の 「 延 焼 の お そ れ の あ る 外 壁 」 は 第  

    ３ 章 製 造 所 の 基 準 第 ３ ， ４ （ １ ） ， （ ２ ） 及 び （ ３ ） の 例  
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    に よ る こ と 。  

   ウ  多 用 途 部 分 と の 隔 壁  

    (ｱ) 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ ８ 条 の ５  

     ６ 第 ２ 項 第 １ 号 （ 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 第 １ 号 ） の 「 厚  

     さ ７ ０ ｍ ｍ 以 上 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ・ ・ ・ と 同 等 以 上  

     の 強 度 を 有 す る 構 造 」 は ， 第 ４ 章 屋 内 貯 蔵 所 の 基 準 ３  

     （ ２ ） の 例 に よ る こ と 。  

    (ｲ) （ ア ） の 隔 壁 を 貫 通 す る 換 気 ， 排 出 設 備 及 び 給 排 水 管  

     等 に つ い て は ， 第 ４ 章 屋 内 貯 蔵 所 の 基 準 ３ （ ２ ） ウ 及 び  

     エ の 例 に よ る こ と 。  

   エ  「 傾 斜 ， 貯 留 設 備 」 ， 「 採 光 ， 照 明 」 及 び 「 換 気 設 備 ，  

    可 燃 性 蒸 気 等 の 排 出 設 備 」 に つ い て は ， 第 ３ 章 製 造 所 の 基  

    準 の 例 に よ る こ と 。  

   オ  危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ の ２ 第 ３ 項 第 ３ 号 ， 第 ２ ８ 条 の ５  

    ６ 第 ３ 項 第 ２ 号 ， 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ３ 項 第 ２ 号 ， 第 ２ ８ 条  

    の ６ ０ 第 ４ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の ２ 第 ３ 項 第 ２ 号  

    の 「 排 水 溝 」 は 屋 内 保 有 空 地 の 周 囲 に 設 け る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   カ  危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 基 準 又 は 第 ２ 項 の 特 例 基 準 の い  

    ず れ の 基 準 に よ り 設 置 さ れ る 場 合 で も ， こ れ ら の 基 準 に つ  

    い て ， 危 政 令 第 ２ ３ 条 を 適 用 す る こ と が 否 定 さ れ る も の で  

ボイラー  ボイラー  

3m 

排水溝  

3m 
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    は な い こ と 。 （ H10 危 19）  

  (2) 吹 付 塗 装 作 業 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ ）  

   ア  「 吹 付 塗 装 作 業 等 の 一 般 取 扱 所 」 に は ， 洗 浄 ， 含 侵 作 業  

    を 行 う も の は 含 ま な い も の で あ る こ と 。 （ H1 危 64）  

   イ  「 地 階 を 有 し な い 」 と は ， 当 該 一 般 取 扱 所 の 許 可 範 囲 内  

    に 地 階 が な け れ ば よ い も の で あ る こ と 。  

   ウ  塗 料 等 の 配 合 室 を 設 け る と き は ， 次 に よ り 指 導 す る こ  

    と 。  

    (ｱ) 耐 火 構 造 の 壁 で 区 画 す る こ と 。  

    (ｲ) 出 入 口 に は ， 常 時 閉 鎖 式 の 特 定 防 火 設 備 （ 防 火 戸 ） を  

     設 け る こ と 。  

    (ｳ) 床 は ， 危 険 物 が 浸 透 し な い 構 造 と す る と と も に ， 適 当  

     な 傾 斜 を つ け ， か つ ， 幅 及 び 深 さ が そ れ ぞ れ １ ０ ｃ ｍ 以  

     上 の 排 水 溝 （ 又 は 高 さ が １ ０ ｃ ｍ 以 上 の 敷 居 ） 並 び に  

     縦 ， 横 及 び 深 さ が そ れ ぞ れ ３ ０ ｃ ｍ 以 上 の た め ま す を 設  

     け る こ と 。  

  (3) 洗 浄 作 業 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ５ の ２ ）  

   ア  指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 未 満 の 一 般 取 扱 所 に つ い て は ， 危  

    規 則 第 ２ ８ 条 の ５ ５ の ２ 第 ２ 項 又 は 同 条 第 ３ 項 の い ず れ の  

    特 例 基 準 に よ る こ と も で き る こ と 。 （ H10 危 19）  

   イ  特 例 基 準 に よ り 一 般 取 扱 所 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ，  

    危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 室 内 に 設 け な け れ ば な ら な い こ  

    と 。 （ H10 危 19）  

  (4) 焼 入 れ 作 業 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ６ ）  

   ア  指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 未 満 の 一 般 取 扱 所 に つ い て は ， 危  

    省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ６ 第 ２ 項 又 は 同 条 第 ３ 項 の い ず れ の 特 例  

    基 準 に よ る こ と も で き る こ と 。 （ H1 危 14,特 34）  

   イ  焼 入 槽 に は ， 危 険 物 の 温 度 が 異 常 に 上 昇 し な い よ う に 冷  

    却 装 置 そ の 他 の 温 度 調 整 装 置 を 設 け る こ と 。 た だ し ， 火 災  

    予 防 上 支 障 が な い 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

   ウ  焼 入 層 に は ， 容 易 に 操 作 す る こ と が で き る 不 燃 材 料 で 造  

    っ た ふ た を 設 け ， 又 は 有 効 に 消 火 す る こ と が で き る 焼 入 槽  
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    専 用 の 消 火 設 備 を 設 け る よ う 指 導 す る こ と 。 た だ し ， 第 ３  

    種 の 消 火 設 備 が 有 効 に 設 置 さ れ て い る と き は こ の 限 り で な  

    い 。  

   エ  放 電 加 工 機 の 取 扱 い に つ い て は ， 「 放 電 加 工 機 の 火 災 予  

    防 に 関 す る 基 準 」 （ S61 危 19） に よ る こ と 。  

     な お ， 放 電 加 工 機 に つ い て は ， 危 険 物 保 安 技 術 協 会 が 試  

    験 確 認 を 行 っ た も の に 対 し ， 「 放 電 加 工 機 型 式 試 験 確 認 済  

    証 」 （ 次 図 参 照 ） が 貼 付 さ れ る こ と と な っ て い る こ と か  

    ら ， 技 術 基 準 の 適 合 性 の 確 認 に 活 用 で き る も の で あ る 。  

       

 

  (5) ボ イ ラ ー 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ ）  

   ア  指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 未 満 の 一 般 取 扱 所 に つ い て は ， 危  

    省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 ， 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の い ず れ の  

    特 例 基 準 に よ る こ と も で き る こ と 。 （ H10 危 19） (H1 危  

    14) 

   イ  危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 特 例 基 準 に よ  

    り 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ， 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 室 内  

    に 設 け な け れ ば な ら な い も の で あ り ， 同 条 第 ４ 項 の 特 例 基  

    準 に よ り 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ， 一 般 取 扱 所 を 建 築 物 の  

    屋 上 に 設 け な け れ ば な ら な い も の で あ る こ と 。 （ H10 危  

    19）  
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   ウ  「 ボ イ ラ ー ， バ ー ナ ー そ の 他 こ れ ら に 類 す る 装 置 」 に ，  

    デ ィ ー ゼ ル 発 電 設 備 は 含 ま れ る も の で あ る こ と 。 （ H10 危  

    19）  

   エ  熱 媒 体 （ 危 険 物 で あ る も の に 限 る 。 ） を 使 用 し た ボ イ ラ  

    ー 設 備 は ， 当 該 特 例 基 準 を 適 用 す る こ と は で き な い こ と 。  

   オ  「 危 険 物 の 供 給 を 自 動 的 に 遮 断 す る 装 置 」 は 次 に よ り 設  

    け る こ と 。  

    (ｱ) サ ー ビ ス タ ン ク と 消 費 設 備 間 に つ い て は ， サ ー ビ ス タ  

     ン ク の 直 近 に 設 け る こ と 。  

    (ｲ) 元 タ ン ク と サ ー ビ ス タ ン ク 間 に つ い て も 設 置 を 指 導 す  

     る こ と 。  

      な お ， 設 置 す る 場 合 は ， 元 タ ン ク の 直 近 に 設 置 す る よ  

     う 指 導 す る こ と 。  

    (ｳ) 自 動 復 旧 し な い 構 造 で あ る こ と 。  

   カ  危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク の 周 囲 に 設 け る 「 囲 い 」 は 危 省  

    令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に か か わ ら ず ， タ ン  

    ク 容 量 以 上 の 容 量 を 有 す る も の と す る よ う 指 導 す る こ と 。  

   キ  ガ ス ボ イ ラ ー 等 を 一 般 取 扱 所 内 に 併 設 す る と き は ， ガ ス  

    漏 れ 火 災 警 報 設 備 等 を 設 け る と と も に ， 地 震 時 及 び 停 電 時  

    等 の 緊 急 時 に 燃 料 ガ ス の 供 給 を 自 動 的 に 遮 断 す る 装 置 を 設  

    け る こ と 。  

   ク  屋 上 に 設 置 す る ボ イ ラ ー 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８  

    条 の ５ ７ 第 ４ 項 ） に つ い て は ， 次 に よ る 。  

    (ｱ) 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 収 納 す る 鋼 製 の 外 箱 の 底 部  

     （ 高 さ ０ ． １ ５ ｍ 以 上 ） を 危 険 物 の 漏 れ な い 構 造 と し た  

     場 合 は ， 第 ３ 号 （ 囲 い ） 及 び 第 ８ 号 （ 傾 斜 ， 貯 留 設 備 ，  

     油 分 離 装 置 ） の 適 用 に つ い て は ， 次 の と お り と す る こ と  

     が で き る 。  

     ａ  当 該 外 箱 底 部 を も っ て ， 当 該 設 備 の 周 囲 に 設 け る 流  

      出 防 止 の 囲 い で あ り ， か つ 貯 留 設 備 で も あ る と す る 。  

      こ の 場 合 ， 傾 斜 は な く て も 差 し 支 え な い も の と す る 。  

      （ 第 ３ 号 ， 第 ８ 号 ）  
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     ｂ  外 箱 内 に は 雨 水 等 の 浸 入 が な い こ と か ら 油 分 離 装 置  

      は 設 け な く て よ い も の と す る 。 （ 第 ８ 号 ）  

    (ｲ) タ ン ク 専 用 室 を 鋼 製 の 外 箱 （ キ ュ ー ビ ク ル 式 ） と す る  

     場 合 ， 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ４ 項 第 ９ 号 及 び 第 １ ０ 号  

     の 規 定 に よ る ほ か ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。  

     ａ  当 該 外 箱 底 部 を も っ て ， 当 該 設 備 の 周 囲 に 設 け る 流  

      出 防 止 の 囲 い で あ り ， か つ 貯 留 設 備 で も あ る と す る 。  

      こ の 場 合 ， 床 面 の 傾 斜 は な く て も 差 し 支 え な い も の と  

      す る 。  

       な お ， 危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク の 周 囲 に 設 け る 「 囲  

      い 」 は 危 省 令 第 １ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に か か  

      わ ら ず ， タ ン ク 容 量 以 上 の 容 量 を 有 す る も の と す る よ  

      う 指 導 す る こ と 。 出 入 口 の 敷 居 の 高 さ に つ い て も 同 様  

      と す る 。  

     ｂ  タ ン ク 専 用 室 の 床 の 鋼 鈑 を 屋 上 （ 建 築 物 の 耐 火 構 造  

      の 屋 根 ） に 直 接 設 置 す る 場 合 は 耐 火 構 造 の 床 と し て み  

      る こ と が で き る 。  

     ｃ  採 光 及 び 照 明 の 設 備 は ， 照 明 設 備 を 設 け る こ と 。  

     ｄ  換 気 設 備 は ， 換 気 口 （ 自 然 換 気 ） で 差 し 支 え な い こ  

      と 。 （ Ｆ Ｄ ， 引 火 防 止 網 必 要 ）  

     ｅ  蒸 気 排 出 設 備 を 設 け る と き は ， 換 気 設 備 と 兼 用 し て  

      差 し 支 え な い こ と 。  

     ｆ  通 気 管 及 び 排 出 設 備 の 先 端 位 置 は タ ン ク 専 用 室 の 屋  

      根 上 よ り １ ｍ 以 上 の 高 さ と な る よ う 指 導 す る こ と 。  

    (ｳ) 第 ７ 号 （ 保 有 空 地 ） の 適 用 に つ い て は ， 次 の と お り と  

     す る こ と が で き る 。  

     ａ  架 台 等 に よ り 保 有 空 地 内 で 段 差 が あ る 場 合 ， 架 台 等  

      が 延 焼 の 媒 体 と な る お そ れ が な い も の で あ っ て ， か  

      つ ， 当 該 段 差 が ５ ０ ｃ ｍ 以 下 で あ れ ば ， 当 該 段 差 が あ  

      る 部 分 も 含 め て 保 有 空 地 と し て 認 め て 差 し 支 え な い こ  

      と 。 （ H29 危 216）  

     ｂ  保 有 空 地 内 に 当 該 施 設 と 関 係 の な い 配 管 等 を 設 置 す  
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      る こ と は 原 則 認 め ら れ な い が ， 周 囲 の 状 況 ， 設 備 の 危  

      険 性 ， 安 全 対 策 を 総 合 的 に 判 断 し ， 認 め る こ と も 可 能  

      で あ る こ と 。  

     ｃ  発 電 設 備 等 と サ ー ビ ス タ ン ク の 間 は ， 保 守 点 検 に 必  

      要 な 空 間 を 確 保 す る こ と で ， ３ ｍ の 距 離 の 幅 は 要 し な  

      い こ と 。  

    (ｴ) 第 １ ０ 号 （ ダ ン パ ー 等 ） の 適 用 に つ い て ， 一 般 社 団 法  

     人 日 本 内 燃 力 発 電 設 備 協 会 の 認 証 を 受 け た 製 品 と 同 等 以  

     上 の も の で あ れ ば ， 防 火 ダ ン パ ー 以 外 に 引 火 防 止 網 ， 金  

     属 製 ガ ラ リ 等 を 設 け る こ と で 差 し 支 え な い こ と 。  

   ケ  ボ イ ラ ー 等 を 設 置 す る 室 と は 別 の 位 置 に ポ ン プ 室 を 設 け  

    る 場 合 は ， 次 に よ る こ と 。  

    (ｱ) ポ ン プ 室 は 壁 ， 柱 ， 床 及 び は り を 耐 火 構 造 と す る 。  

    (ｲ) ポ ン プ 室 は ， 上 階 の 床 を 耐 火 構 造 と し ， か つ ， 天 井 を  

     設 け な い 。  

    (ｳ) ポ ン プ 室 に は ， 窓 そ の 他 出 入 口 以 外 の 開 口 部 を 設 け な  

     い 。  

    (ｴ) ポ ン プ 室 の 出 入 口 に は ， 随 時 開 け る こ と が で き る 自 動  

     閉 鎖 の 特 定 防 火 設 備 を 設 け る 。  

    (ｵ) ポ ン プ 設 備 は ， 堅 固 な 基 礎 の 上 に 固 定 す る 。  

    (ｶ) ポ ン プ 室 の 床 に は ， そ の 周 囲 に 高 さ ０ ． ２ メ ー ト ル 以  

     上 の 囲 い を 設 け る と と も に ， 当 該 床 は ， 危 険 物 が 浸 透 し  

     な い 構 造 と し ， か つ ， 適 当 な 傾 斜 及 び 貯 留 設 備 を 設 け  

     る 。  

    (ｷ) ポ ン プ 室 に は ， 危 険 物 を 取 り 扱 う た め に 必 要 な 採 光 ，  

     照 明 及 び 換 気 の 設 備 を 設 け る 。  

    (ｸ) ポ ン プ 室 の 換 気 及 び 排 出 の 設 備 に は 防 火 上 有 効 に ダ ン  

     パ ー 等 を 設 け る 。  

    (ｹ) 当 該 ポ ン プ 室 に は ， 見 や す い 箇 所 に 一 般 取 扱 所 の ポ ン  

     プ 室 で あ る 旨 及 び 防 火 に 関 し 必 要 な 事 項 を 掲 示 し た 掲 示  

     板 を 設 け る 。  

    (ｺ) ポ ン プ 室 に は ， 第 ５ 種 消 火 設 備 を 設 け る 。  
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  (6) 充 て ん の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ８ ）  

   ア  従 業 員 で あ る 危 険 物 取 扱 者 が 立 ち 会 い ， 顧 客 自 ら が 危 険  

    物 を 取 り 扱 う 取 扱 所 は 原 則 設 置 で き な い 。 （ H8 危 97）  

   イ  誤 注 油 防 止 の た め ， 次 の と お り 指 導 す る こ と 。  

    (ｱ) 固 定 注 油 設 備 は 固 定 給 油 設 備 等 の 基 準 （ 危 政 令 第 １ ７  

     条 第 １ 項 第 １ ０ 号 及 び 第 １ １ 号 （ 構 造 及 び 油 種 表 示 ） ）  

     に 適 合 さ せ る よ う 指 導 す る こ と 。  

    (ｲ) 接 続 す る 地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 は ， 中 仕 切 り タ ン ク に ガ ソ  

     リ ン と 灯 油 を 隣 接 し て 入 れ な い よ う 指 導 す る こ と 。  

   ウ  ガ ソ リ ン と 灯 油 を 同 一 の 計 量 機 で （ ダ ブ ル で ） 使 用 し な  

    い よ う 指 導 す る こ と 。  

   エ  危 険 物 を 取 り 扱 う 空 地 の 周 囲 に 設 け る 排 水 溝 は ， 予 想 さ  

    れ る 危 険 物 の 流 出 量 に 応 じ て ， そ の 目 的 を 十 分 果 た す こ と  

    が で き る 幅 及 び 深 さ を 有 す る も の と す る こ と 。  

   オ  た め ま す 及 び 油 分 離 槽 は ， 予 想 さ れ る 危 険 物 の 流 出 量 並  

    び に 危 険 物 を 取 り 扱 う 空 地 の 大 き さ 及 び 形 状 等 に 応 じ て ，  

    そ の 目 的 を 十 分 果 た す こ と が で き る 大 き さ 及 び 設 置 数 と す  

    る こ と 。  

   カ  当 該 一 般 取 扱 所 に 設 け る ポ ン プ 設 備 は ， 専 用 の 設 備 と す  

    る こ と 。  

   キ  引 火 点 が ７ ０ ℃ 未 満 の 非 水 溶 性 液 体 の 危 険 物 を タ ン ク へ  

    注 入 す る 一 般 取 扱 所 に は ， 次 に 掲 げ る 装 置 を 設 け る こ と 。  

    (ｱ) タ ン ク へ 注 入 す る 設 備 に 蓄 積 さ れ る 静 電 気 を 除 去 す る  

     装 置 （ 設 置 に よ る 方 法 等 ）  

    (ｲ) 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 等 に 蓄 積 さ れ る 静 電 気 を 除 去 す る 装  

     置 （ タ ン ク ロ ー リ ー 用 接 地 端 子 ）  

    (ｳ) 危 省 令 第 ４ ０ 条 の ７ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 適 合 し た  

     取 扱 い が な さ れ る よ う に ， 注 入 速 度 を 制 限 す る た め の 装  

     置  

   ク  引 火 点 が ７ ０ ℃ 未 満 の 危 険 物 を タ ン ク へ 注 入 す る ロ ー デ  

    ィ ン グ ア ー ム 等 の 設 備 に は ， ア ル ミ ニ ウ ム 又 は 真 ち ゅ う 等  

    の 火 花 を 発 生 し に く い 材 質 を 用 い る こ と 。  
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   ケ  タ ン ク へ 注 入 す る 設 備 は ， 危 険 物 の 過 剰 な 注 入 を 防 止 で  

    き る 構 造 の も の と す る こ と 。 当 該 構 造 と し て は ， タ ン ク 容  

    量 に 相 当 す る 液 面 以 上 の 危 険 物 の 過 剰 な 注 入 を 自 動 的 に 停  

    止 で き る （ タ ン ク 内 の 液 面 の 上 昇 を フ ロ ー ト 式 セ ン サ ー ，  

    微 圧 セ ン サ ー 等 で 検 出 し ， ポ ン プ の 停 止 又 は 電 磁 弁 等 の 閉  

    鎖 等 に よ り 注 入 を 止 め る 。 ） 構 造 ， １ 回 の 連 続 し た 注 入 量  

    が 設 定 値 （ タ ン ク 容 量 か ら 注 入 開 始 時 に お け る 危 険 物 の 残  

    量 を 減 じ た 量 以 下 の 量 で あ っ て ４ ， ０ ０ ０ リ ッ ト ル を 超 え  

    な い 量 で あ る こ と 。 ） 以 下 に 制 限 さ れ る 構 造 等 が 考 え ら れ  

    る こ と 。  

   コ  注 入 場 所 に は ， 注 入 作 業 を 停 止 で き る ポ ン プ の 操 作 ス イ  

    ッ チ を 設 け る と と も に ， 異 常 時 に は ， 当 該 取 扱 所 内 の す べ   

    て の 注 入 作 業 を 停 止 す る こ と が で き る 緊 急 停 止 措 置 を 設 け  

    る よ う 指 導 す る こ と 。  

  (7) 詰 替 え の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ５ ９ ）  

   第 １ １ 章 給 油 取 扱 所 の 基 準 に よ る ほ か ， 次 に よ る こ と 。  

   ア  従 業 員 で あ る 危 険 物 取 扱 者 が 立 ち 会 い ， 顧 客 自 ら が 危 険  

    物 を 取 り 扱 う 取 扱 所 は 原 則 設 置 で き な い （ H8 危 97）  

   イ  誤 注 油 防 止 の た め ， 固 定 注 油 設 備 に は ， 油 種 の 表 示 を す  

    る こ と 。  

   ウ  防 火 塀 は 一 般 取 扱 所 の 周 囲 に 設 け る こ と 。 こ の 場 合 の 一  

    般 取 扱 所 の 周 囲 と は ， 固 定 注 油 設 備 ， 注 油 空 地 等 の 周 囲 を  

    い い ， 注 入 口 は 防 火 塀 の 外 側 に 設 け て も 差 し 支 え な い こ  

    と 。  

   エ  防 火 塀 の 高 さ の 計 算 に あ た っ て は ， 注 入 口 が 防 火 塀 の 外  

    側 に あ る 場 合 ， 荷 卸 し す る タ ン ク ロ ー リ ー が 防 火 塀 の 外 側  

    に 停 車 し て 荷 卸 し す る 場 合 等 は ， 注 油 中 に 漏 え い し た 危 険  

    物 が 燃 焼 す る 火 災 に 対 す る 計 算 は 不 要 と す る 。  

  (8) 油 圧 装 置 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ ）  

   ア  危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の い ず れ の 特 例  

    基 準 に よ る こ と も で き ， ま た ， 指 定 数 量 の 倍 数 が ３ ０ 未 満  

    の 一 般 取 扱 所 に つ い て は ， 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ 第 ２ 項 ，  



１３－15 

 

    第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の い ず れ の 特 例 基 準 に よ る こ と も で き る  

    こ と 。 （ H1 危 14， 特 34）  

   イ  「 危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク 」 と は ， 危 政 令 第 ９ 条 第 １ 項  

    第 ２ ０ 号 の タ ン ク を い い ， 工 作 機 械 等 と 一 体 と し た 構 造 の  

    油 圧 タ ン ク 等 は 含 ま れ な い も の で あ る こ と 。 （ S58 危 21）  

  (9) 切 削 装 置 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の ２ ）  

   ア  指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 未 満 の 一 般 取 扱 所 に つ い て は ， 危  

    規 則 第 ２ ８ 条 の ５ ５ の ２ 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の い ず れ の 特 例  

    基 準 に よ る こ と も で き る こ と （ H10 危 19）  

   イ  特 例 基 準 に よ り 一 般 取 扱 所 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ，  

    危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 室 内 に 設 け な け れ ば な ら な い こ  

    と 。 （ H10 危 19）  

  (10) 熱 媒 体 油 循 環 装 置 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０  

   の ３ ）  

    特 例 基 準 に よ り 一 般 取 扱 所 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ， 危  

   険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 室 内 に 設 け な け れ ば な ら な い こ と 。  

   （ H10 危 19）  

  (11) 蓄 電 池 設 備 等 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の  

   ４ ）  

    当 該 一 般 取 扱 所 の 満 た す べ き 技 術 上 の 基 準 と し て は ， 指 定  

   数 量 の 倍 数 が ３ ０ 未 満 の も の に つ い て は ， 危 省 令 第 ２ ８ 条 の  

   ６ ０ の ４ 第 ２ 項 の 特 例 基 準 又 は 危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 基 準  

   の い ず れ か を ， 指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 未 満 の も の に つ い て  

   は ， 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の ４ 第 ２ 項 若 し く は 第 ３ 項 の 特 例  

   基 準 又 は 危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 基 準 の い ず れ か を 設 置 許 可  

   又 は 変 更 許 可 の 申 請 者 に お い て 選 択 で き る も の で あ る こ と 。  

   （ H24 危 132）  

    危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ ０ の ４ 第 ２ 項 の 特 例 基 準 に よ り 当 該 一  

   般 取 扱 所 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ， 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備  

   を 室 内 に 設 け な け れ ば な ら な い も の で あ り ， 同 条 第 ３ 項 の 特  

   例 基 準 に よ り 当 該 一 般 取 扱 所 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は ， 当  

   該 一 般 取 扱 所 を 建 築 物 の 屋 上 に 設 け な け れ ば な ら な い も の で  
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   あ る こ と （ H24 危 132）  

 ３  高 引 火 点 危 険 物 の 一 般 取 扱 所 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ １ ， 危 省  

  令 第 ２ ８ 条 の ６ ２ ）  

   高 引 火 点 危 険 物 （ 引 火 点 が １ ０ ０ ℃ 以 上 の 第 ４ 類 の 危 険 物 を  

  い う 。 ） の み を １ ０ ０ ℃ 未 満 の 温 度 で 取 り 扱 う 一 般 取 扱 所 に つ  

  い て は ， 危 政 令 第 １ ９ 条 第 １ 項 ， 第 ２ 項 （ 同 項 で 規 定 さ れ て い  

  る も の に 限 る 。 ） 又 は 第 ３ 項 （ 危 省 令 第 ２ ８ 条 の ６ １ ， 危 省 令  

  第 ２ ８ 条 の ６ ２ （ 充 て ん の 一 般 取 扱 所 に 係 る 基 準 の 特 例 ） ） の  

  い ず れ の 特 例 基 準 に よ る こ と も で き る こ と 。 （ H1 危 14， 特  

  34）  

 ４  階 層 住 宅 等 の 燃 料 供 給 施 設 の 一 般 取 扱 所  

   「 共 同 住 宅 等 の 燃 料 供 給 施 設 に 関 す る 運 用 上 の 指 針 に つ い   

  て 」 （ H15 危 81） に よ る こ と 。  

 ５  ナ ト リ ウ ム ・ 硫 黄 電 池 を 設 置 す る 一 般 取 扱 所  

  (1) 「 ナ ト リ ウ ム ・ 硫 黄 電 池 を 設 置 す る 危 険 物 施 設 の 技 術 上 の  

   基 準 等 に つ い て 」 （ H11 危 53） に よ る こ と 。  

  (2) 密 閉 構 造 の 単 電 池 が 収 納 さ れ て い る 複 数 の モ ジ ュ ー ル 電 池  

   を パ ッ ケ ー ジ に 収 納 す る 構 造 の 屋 外 に 設 置 す る ナ ト リ ウ ム ・  

   硫 黄 電 池 で あ っ て ， 当 該 モ ジ ュ ー ル 電 池 及 び パ ッ ケ ー ジ が 一  

   体 で H11 危 53 別 添 「 ナ ト リ ウ ム ・ 硫 黄 電 池 に 要 求 さ れ る 火  

   災 安 全 性 能 」 を 満 た す も の は ， 「 ナ ト リ ウ ム ・ 硫 黄 電 池 を 設  

   置 す る 危 険 物 施 設 の 技 術 上 の 基 準 等 に つ い て 」 （ H11 危 53）  

   に よ り 設 置 す る こ と が で き る こ と 。 （ H25 危 156）  

 ６  リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 を 取 り 扱 う 一 般 取 扱 所  

   「 リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 の 貯 蔵 及 び 取 扱 に 係 る 運 用 に つ い  

  て 」 （ H23 危 303） に よ る こ と 。  


